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序章 「八尾市における同和問題を解決するための施策の

あり方について」の策定にあたって

「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題で

あり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である」

として、その早急な解決に向け、１９６５（昭和４０）年に国の同和対策

審議会答申が出されました。この答申を具体化するために、１９６９（昭

和４４）年に同和対策事業特別措置法が制定され、その後１９８２（昭和

５７）年に地域改善対策特別措置法が、さらに１９８７（昭和６２）年に

は地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（以下

「地対財特法」という。）が制定され、これらの法律等に基づいて同和対

策事業が実施されてきました。

本市におきましても、特別法や八尾市同和対策協議会（以下「本市同対

協」という。）の意見具申等に基づき、同和問題の解決に努めてきたとこ

ろですが、「地対財特法」の失効を控え、２００１（平成１３）年１２月

に「本市同対協」より「平成１４年度以後の同和行政のあり方について」

の意見具申（以下「本市同対協意見具申（平成１３年）」という。）が出さ

れ、今後は一般施策を活用して、残された課題の解決に努めることとなり

ました。この間、同和地区の環境や住民の生活向上等の実態的差別は大き

く改善されてきましたが、教育、労働、保健・福祉等の分野において課題

が残されており、また、依然として差別意識の解消が十分に進んでいない

等、今なお同和問題が解決されたとはいえない状況です。

このような状況の中で、本計画は、「本市同対協意見具申（平成１３年）」

に示された、本市の同和問題を解決するための施策の今後のあり方を示

したもので、第１章では施策の基本的方向を示し、第２章では「人権教

育・啓発」「人権相談」「教育」「生活福祉」「労働」「住宅・住環境」の６

つの分野にわたり今後の施策の推進方向を示しています。

本計画につきましては、同和問題を解決することが「八尾市第４次総合

計画（やお未来・元気プラン２１）」の基本理念のひとつである「すべて

の人びとの人間性がそこなわれることなく、お互いの個性を認め合い、

人権を擁護し、互いに他者を思いやり支えあう、人権が尊重され、共生

の心があふれる人間都市」の具現化であり、市政の重要な課題であると

の認識のもと、平成１６年にとりまとめたものです。

本市におきましては、平成２３年度より「八尾市第５次総合計画(やお

総合計画 2020)」（以下「本市総合計画」という。）がスタートしました。
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「本市総合計画」では、「人権尊重と平和を希求する共生社会の実現」

をまちづくりの取り組みの方向として、また、施策においては、「人権意

識の高揚と差別のない社会の推進」を掲げるとともに、あらゆる施策の

推進において、同和問題などさまざまな人権課題の解決に向けて、人権

尊重の視点を持ちながら取り組んでいくこととしています。

本計画は、「八尾市第４次総合計画」に合わせて、２０１０（平成２２）

年度を目標年度として策定されていたため、社会状況の変化や「本市総

合計画」をはじめとする他の計画との整合性を図り、今後も継続して取

り組みを進めるために、２０１３年（平成２５）年度に時点修正を行い

ました。

今後も、他の計画との整合性を図ることはもちろんのこと、関連計画の

策定の際には、当事者の参画を働きかけます。また、市民との協働のも

と施策の推進を図ります。

なお、本計画は、「本市総合計画」に合わせて、２０２０（平成３２）

年度を目標年度とし、必要に応じて見直しを行います。


